
部　　会 第二部会 事業コード

事業名称 多文化共生推進事業 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 回答内容 備考

1
主に英語、韓国語、中国語、トルコ語、タガログ語、
ベトナム語等である。

2
市内公共施設におけるチラシ配布、広報かわぐち、
HP等での掲載を行っている。

3

平成30年4月1日現在、日本人世帯が259,851世帯に
対し、外国人世帯は16,979世帯、複数国籍世帯は
4,851世帯である。また、年齢別では、外国人は20～
29歳、30～39歳の比率が高く、子育て世代が多いこ
とが示されている。

第3回で回答
【別添資料】
人口と世帯（多文化-15）

4

内容によって、市の職員、国際交流員、外国人相談
員等が対応している。
日本語ボランティア教室については、市の直営で講
師にお願いしている。
また、外国人に対して日本語や日本の習慣等を教え
る教室が現在19教室あり、ボランティアの方に対応
いただいている。

5

相談件数も増加しており、国際交流員については、ト
ラブル等が発生した際に現場で対応いただいてお
り、そちらに関しても増加傾向にあるため、可能であ
れば、今後人数を増やしていきたいと考えている。

現在、国際交流員2名、外国人相談員3名とあるが、人数について
は、現状でよいのか。

質問/指摘の内容

多言語とは、主に何カ国語ぐらいを示しているのか。

「国籍・地域別でみる外国人の状況」について、33,000人を超える
外国人が川口市に在住しているが、単身世帯と家族世帯の比率
はどのようなものか。
子どもと大人では支援する内容が異なってくると思う。

指標②日本語ボランティア育成事業修了者数について、目標値が
未達成だが、告知方法はどのようなものか。

事業内容がかなり幅広いが、この事業を実際に行っているのはど
のような方か。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表

24300305

協働推進課

第二部会　協働推進課 　（1/11） 



番号 回答内容 備考質問/指摘の内容

6
現在、英語・中国語・日本語の国際交流員を配置し
ている。それ以外については、多言語ボランティアの
方にお願いしている。

7
就業や生活、行政手続きの相談等、多岐にわたる内
容である。相談内容とその対応については、記録し
ている。

8
外国人住民も増加しているため、内容を拡充したい
ところではあるが、現状見通しが立っていないため、
現状維持としている。

9
具体的な案はまだないが、今後は、実際に生活され
ている方の中に入り、活動ができればよいと考えて
いる。

10

川口市における外国人の数について、1中国、2韓
国、3ベトナムであったが、直近の数字では、ベトナ
ム人と韓国人の数が逆転している。川口における外
国人の構成の特徴として、ベトナム人実習生が多い
ということがあげられる。
商工会議所等との連携については、現在具体的なも
のはないが、希望があった際に、外国人実習生の交
流の場を設けている。

11

教室の規模によって異なるが、かなり盛況である。
市内に19教室あり、市民パートナーステーションで実
施する教室が多く、その他、公民館等で行っている。
数人～十数人のボランティアの方が参加しており、
外国語ができなくでも可能である。

12
国際交流員1名増員したため、それに係る人件費で
ある。

13 基本的には無料である。

通翻訳業務は、国際交流員が行っているのか。

相談件数の内容は、どのようなものか。
また、相談内容の引継ぎ等は行っているのか。

年度別事業費内訳表の決算額に関して、平成26・27年度と比較し
て、28年度以降増えているが理由はあるか。

日本語教室等は、外国人の方は無料で受けられるのか。

今後の実施可能性について、現状維持で実施とあるが、財政的な
規模についてか、内容的なものについてかどちらか。

この事業の他に、実施しようと考えている事業はあるか。

外国人実習生についても資料の中の数字に含まれているか。
また、商工会議所や鋳物組合等との連携は考えているのか。

日本語教室の参加者数はどのくらいか。
また、教室の運営に関わるボランティアの方は何人くらいいるの
か。外国語ができなくてもよいのか。

第二部会　協働推進課 　（2/11） 



番号 回答内容 備考質問/指摘の内容

14
一部聞いたことがあるが、日本人と外国人とのトラブ
ルが圧倒的に多い。

◎追加項目（第３回委員会で回答）

番号 委員の要求 回答方法

1
スマートフォンを利用しての情報告知等、IT活用を
行っているのか。行っていないのであれば、今後行う
予定はあるのか。

説明

2

ボランティアの主体はどのような方か。外国人ボラン
ティアはいるか。いない場合は、外国人ボランティア
の活用は考えているのか。日本人ボランティアの年
齢構成はどのようなものか。

説明

3

外国人の人数が現在一定の割合で増加している
が、いつ頃に何人ぐらい増え、何人ぐらいの国際交
流員や外国人相談員が必要になるのか、将来的な
見込みはどのくらいか。

説明

4
例えば盛人大学等、他事業と本事業との連携の可
能性はあるのか。

説明

5
今後、このような事業の役割が拡大していくと思われ
るが、必要だと思われる事業はどのようなものと考え
ているか。

説明

外国人同士の摩擦については、把握しているのか。

多文化共生推進事業として、他の事業との連携について具体的な構想はない
が、外国人住民対象の税と年金の講習会や外国人対象の防災訓練講習会な
ど、他の部局と連携して事業を実施したり、国際交流員や外国人相談員、多言
語ボランティアを活用して通訳の派遣や文書の翻訳を行うなど、庁内各課や小
中学校、医療センターの事業を支援している。

第2次川口市多文化共生指針では、これまで支援の対象だった外国人住民にも
まちづくりの担い手として活躍していただくことを謳っている。地域に在住してい
る外国人住民で、多文化共生推進のリーダーになれる人材を掘り起こし、活躍
を推進していくことで、行政からの情報を発信したり、外国人住民からのメッセー
ジを受け取れるようになり、地域の多文化共生が推進されるのではないかと思
われる。

回答内容

平成27年度に川口市と芝園団地自治会の協働事業で、中国のＳＮＳ微信
（WeChat）のアカウントを立ち上げ、市や芝園団地自治会のイベント等の情報を
発信している。平成29年度からは、芝園団地自治会にアカウントを移管してい
る。

日本語教室のボランティアは日本人の高齢者が多く、新たな人材発掘のため日
本語ボランティア入門講座を実施している。一方、多言語ボランティアは、約６割
が日本人であるが、帰化した方も含まれており、また年齢構成は様々である。

市の外国人住民は年間3,000人程度のペースで増え続けている。今後の見通し
として、何人くらいの国際交流員や外国人相談員が必要になるか、一概に申し
上げるのは難しいが、社会の変化に対応して課題を的確に捉えて解決に向けた
施策を講じるとともに、組織の見直しも含めて、体制を拡充していくことが求めら
れるのではないかと考える。リーマンショックのような世界規模の経済的な影響
や東日本大震災のような大規模な災害が発生しないかぎりは、外国人住民の
増加傾向は続くと予想する。

第二部会　協働推進課 　（3/11） 



多文化-15

ヒアリング（質疑応答）
３　矢野委員
別添資料

人口と世帯

（出典：かわぐちの人口　第１表）

（出典：川口市における外国人住民の現状）



部　　会 第二部会 事業コード

事業名称 緊急通報装置整備事業 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 質問/指摘の内容 回答内容 備考

1
搬送あり226件、搬送なし49件、駆けつけ13件の合計
288件である。

2
無料であるが、紛失・破損した場合は自己負担とな
る。

3
認知症については要件ではなく、急性疾患のある方
や脳疾患がある方が対象である。また、介護保険の
適用の有無は要件としていない。

4 そうである。

5 そうである。

6

対象としている疾患が、狭心症、脳血管性疾患、末
期ガン等の21疾患である。その他の急性の疾患に関
しては、保健師が協議して対象とするか判断してい
る。貸与の際には、所定の証明書の提出を求めてい
る。

専門の看護師は、業務委託先との契約か。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表

13101001

長寿支援課

通報装置の設置を申請するには、医師の証明書があればよいの
か。

対象者に認知症の方は含まれるのか。
介護保険が適用されている方が対象なのか。

24時間365日対応するオペレーターは、専門の看護師か。

通報件数が288件とあるが、内訳はどのようなものか。

緊急通報装置の貸与は無料か。

第二部会　長寿支援課 　（4/11） 



番号 回答内容 備考

7

高齢者に多い救急疾患は、脳血管障害、心疾患、呼
吸器系疾患、消化器系疾患とされているため。
また、４疾患については、申請希望者から相談があり
疾患の症状や医学的な処置やリスクがどの程度か
確認し、証明書の医師の所見の欄や備考を確認して
総合的に判断し対象疾患としました。

8
緊急性の高い疾患を患っている方は、かかりつけの
病院があると思うが、かかりつけの病院との連携は
難しいのか。救急病院でないと難しいのか。

通報装置を押して救急搬送となった場合、意識があ
ればかかりつけの病院へ搬送することも可能である
が、連携は難しいと考えている。

9
搬送は、通常の救急搬送と同様か。
また、救急搬送となった場合、救急車を呼ぶのは誰
か。

通常の救急搬送と同様である。
委託業者のオペレーターが受け、通報装置を押され
た方と会話し、救急搬送が必要となった際にオペレー
ターが救急車を呼ぶ。

10 消防局においても、対象者の住所を把握している。

11

無料のため、受益者に対する水準としては妥当だと
考えている。
総合警備保障、セコムで同様の事業を行っている
が、
【総合警備保障】
（工事料）11,000円 （月額）2,400円
【セコム】
（工事料）44,000円 （月額）4,700円 （保証金）20,000円
である。

12
現委託先は自治体としか契約を行っておらず、また、
平成19年度より契約している。

質問/指摘の内容質問/指摘の内容

医師の所見は求めるのか。

新規で設置すると年間2万円程度費用がかかるが、この金額は妥
当なのか。他の民間企業と比べて、安いのか、高いのか。
また、個人で契約する場合の費用は、どの程度か。

委託先と消防局による情報共有はされているのか。

個人で現委託先と契約した場合の費用は、どのくらいか。
また、どのくらいの期間契約しているのか。

第二部会　長寿支援課 　（5/11） 



番号 回答内容 備考

13

対象とならない希望者には、急変性をきたす恐れの
ある疾患を患っている方を対象としている旨を説明
し、理解いただいている。
また、これまで対象者を断ったケースはない。

14
現在、対象を21疾患としているが、その他の疾患に
おいても緊急性の高い場合があり、対象者を明確に
限定することが難しいため、不適正としている。

15
21疾患以外で対象とした疾患はどのくらいあるのか。
対象とするかどうかの判断は誰が行うのか。

慢性の腎臓病、間質性肝炎、高血圧症等の4疾患で
ある。
長寿支援課の保健師が医学的観点から判断する。

16 21疾患が対象となることの医学的根拠はあるのか。 追加項目2にて回答 第3回で回答

◎追加項目（第３回委員会で回答）

番号 委員の要求 回答方法

平成19年度より現委託先と契約しているが、それ以
前に契約していた会社はどこか。

説明

10年以上同じ会社と契約しているが、業務実績の確
認等は毎年行っているのか。行っている場合は、ど
のように行っているのか。

説明

市が別会社と契約した場合に、個人で契約する場合
とは、費用が異なってくると思うが、どのくらいの費用
がかかるのか、どの会社が安いのか等の検証は行っ
たのか。

資料

県外の事業者で、三信電気株式会社に業務を委託しておりました。

回答内容

緊急通報受信記録簿及び緊急通報装置整備事業の月次報告書の提出を受け
ている。
不明な点については、その都度、受託業者に対し問い合わせを行っている。
議会において決算審査を受けている。

【別紙資料】
固定型　緊急通報サービス（緊急-10）
緊急通報システム他市比較（緊急-11）

質問/指摘の内容質問/指摘の内容

通報装置の設置を希望したが、対象ではないため、設置できないと
いう場合はあるのか。
また、予算が限られているため、対象者であっても設置を断った
ケースはあるのか。

視点評価の公平性の箇所について、受益者の資格条件が不適正
とあるが、不適正の理由はなにか。

緊急通報受信記録簿及び緊急通報装置整備事業の月次報告書の提出を受け
ている。
不明な点については、その都度、受託業者に対し問い合わせを行っている。
議会において決算審査を受けている。

1

通報装置の設置を希望したが、対象ではないため、設置できないと
いう場合はあるのか。
また、予算が限られているため、対象者であっても設置を断った
ケースはあるのか。

第二部会　長寿支援課 　（6/11） 



番号 委員の要求 回答方法

21疾患を対象としている医学的根拠はなにか。
また、新たに加わった4疾患に関して、対象とした医
学的根拠はなにか。

説明

新たに加わった4疾患をお持ちの方全てに公平に適
用となっているのか。

説明

21疾患以外に対象とすべきかどうかの判断を行う者
が、保健師でよいのか。医師が関与すべきではない
のか。

説明

概ね65歳以上としている”概ね”はなにを指している
か。
対象の疾患に関しては、年代を問わず疾患すると思
われるが、65歳を基準としている根拠はなにか。長寿
支援課だからか。

説明

65歳以下の方の対応はどのようになっているのか。 説明

4

介護保険の適用となっている方は、ヘルパー等から
この事業に関する情報を得ることはできるのか。この
事業と介護保険はなんらかの形で連携しているの
か、いないのか。

説明

内規で対象となる疾患を定めており、市民の方々からの問い合わせについて
は、内容を説明しておりますので公平に対応できていると考えております。

老人福祉法第５条の４（福祉の措置の実施者）の条文に（居宅における介護等）
（老人ホームへの入所等）における福祉の措置は「６５歳以上の者（６５歳未満の
者であって特に必要であると認められる者を含む。）」とされているため、「概ね」
と言う表現を使っています。

介護保険の認定は必要としておりませんが、居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャー等から事業の相談や問い合わせについては、事業の内容を説明しており
ます。

介護保険の認定は必要としておりませんが、居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャー等から事業の相談や問い合わせについては、事業の内容を説明しており
ます。

２１の疾患も、新たに加えた4疾患も医師からの証明書を提出してもらっており、
医師の所見の欄や備考も確認しておりますので、妥当と考えております。

日本老年医学会の文献に高齢者に多い救急疾患は、脳血管障害、心疾患、呼
吸器系疾患、消化器系疾患とされており、21疾患はこれにあてはまります。
また、４疾患については、申請希望者から相談があり疾患の症状や医学的な処
置やリスクがどの程度か確認し、証明書の医師の所見の欄や備考を確認して総
合的に判断し対象疾患としました。

回答内容

対象者を概ね６５歳以上としているため、６０歳以上の同疾患の方は、長寿支援
課で対応しております。
なお、６５歳未満の緊急通報が困難な身体状況にある重度身体障害者（１・２級
または同程度の身体障害者手帳保持者）は、障害をお持ちの方の所管課で対応
しております。

対象者を概ね６５歳以上としているため、６０歳以上の同疾患の方は、長寿支援
課で対応しております。
なお、６５歳未満の緊急通報が困難な身体状況にある重度身体障害者（１・２級
または同程度の身体障害者手帳保持者）は、障害をお持ちの方の所管課で対応
しております。

3

2

第二部会　長寿支援課 　（7/11） 



会社名 エース（株） 綜合警備保障（株） セコム（株）

サービス名 緊急通報 見守りサポート　※1 機器レンタルパック

サービス内容 救急要請 救急要請 非常・緊急通報サービス（駆けつけ）

健康相談 健康相談 安否見守りサービス（センサー）

駆けつけ 駆けつけ 火災監視サービス

安否確認の電話連絡 防犯サービス

金額 基本業務：820円（税込）/件 月額料金：2,400円（税別）/件　※２ 月額料金：4,300円（税別）/件

機器レンタル料：820円（税込）/件ペンダント：140円（税別）/件 保証金：20,000円（非課税）/件　※６

設置工事費：2,050円（税込）/件 設置工事料：11,000円（税別）/件 設置工事料：43,000円（税別）/件

撤去工事費：2,050円（税込）/件 撤去工事料：11,000（税別）/件 撤去工事料：10,000円（税別）/件

オプション 安否確認の電話連絡：1,000円（税別）/件　※３ 安否確認の電話連絡は出来ない。

見守り情報配信サービス　　※４

ライフリズム監視サービス　 ※５

※１　契約期間は２年間。

※２　０スタート：月額料金：2,960円（税別）/件　設置工事料がかからない。

※３　ACS（グループ会社）と委託契約を組む。

※４　見守り情報配信サービス：710円（税別）/件　+　設置工事費：3,000円（税別）/件　+　撤去工事費：11,000円（税別）/件

※５　ライフリズム監視サービス：490円（税別）/件　+　設置工事費：4,800円（税別）/件　+　撤去工事費：11,000円（税別）/件

※６　自治体との契約を組んでいないため、保証金に関しては相談に応じて

固定型　緊急通報サービス

資料　1

緊急-10



利用者数（平成30年3月現在） 1,395 人 2,569 人 487 人 1,530 人 337 人 610 人

予算（平成29年度予算） 24,670,000 円 113,021,000 円 20,000,000 円 48,000,000 円 42,888,000 円 25,438,000 円

1人あたり事業単価 17,685 円 43,994 円 41,068 円 31,373 円 127,264 円 41,702 円

利用内容

利用者負担額

資料　２

緊急通報システム他市比較

①緊急通報②健康
相談③安否確認（月
1回）④駆けつけ

①緊急通報②健康
相談③安否確認（希
望者のみ）

①緊急通報②健康
相談

【固定】①緊急通報②健
康相談③安否確認（月1
回）④駆けつけ⑤煙式火
災感知器⑥生活反応セン
サー
【携帯】①緊急通報②ＧＰ
Ｓ③歩数計機能

①緊急通報
①緊急通報②健康
相談③安否確認（月
1回）④駆けつけ

蕨市 戸田市

機器紛失時の弁償
金

市内転居の場合の
設置費

設置料　15,000円
（世帯生計中心者の
所得税課税の場合）

機器紛失時の弁償
金

機器リース・設置

富士通マーケティン
グ

機器紛失時の弁償
金

コールセンター

なし

アルソック

機器リース

リコー

設置

機器紛失時の弁償
金

事業者

川口市 さいたま市 川越市 所沢市

保守点検

ＴＯＫＡＩ

コールセンター・機器
リース（固定）

コールセンター・機器
リース（携帯）

エース

ＮＴＴ

機器リース・設置
機器リース・設置・
コールセンター

エース

エース

機器リース・設置・
コールセンター

アルソックＮＴＴ

コールセンター コールセンター

社会福祉協議会

緊
急
-
1
1



部　　会 第二部会 事業コード

事業名称 アートギャラリー企画関係費/アートギャラリー事業運営費 事業担当課

◎ヒアリング（質疑応答）

番号 回答内容 備考

1

文化推進室は9名おり、その中にアートギャラリーに
在籍する職員が4名いる。その他、非常勤特別職の
職員が在籍している。事業ごとに担当者が分かれて
はいない。

2

企画展に関しては、予算の使い方が流動的なものが
多く、事業運営費は共催事業と貸館事業であるた
め、予算は流動的でない。一緒にしてしまうと、流動
的なものと流動的でないものが混在してしまう可能性
があるため、事業を分けている。

3
市の学芸員2名と専門員で企画し、専門補助員が補
助している。

4 その6名の他に、事務職（市職員）が2名いる。

平成３０年度 川口市行政評価外部評価委員会　質問・指摘及び回答一覧表

23300202/23301001

文化推進室

自主企画にて行っている企画展覧会は、市の職員ではなく、非常
勤の専門員が企画しているのか。

質問/指摘の内容

文化推進室はどのような職員体制になっているか。
事業ごとに担当者は分かれているのか。

企画関係費と事業運営費を分ける必要があるのか。

学芸員2名、美術専門員1名、美術専門補助員3名の計6名というこ
とか。

第二部会　文化推進室 　（8/11） 



番号 回答内容 備考

5

貸しギャラリーについては、借り手がついてはじめて
収入を得ることができる。共催事業については、共催
という考え方から広報支援を主な目的とし、それに伴
う支出をしており、多少の増減はあるものの、一定額
の予算の確保が必要である。企画展については、時
期や客層に合わせて、展覧会を企画しているため、
増減幅が大きく、予算が流動的になってしまう。その
ため、企画展と共催事業・貸館の予算を分けたほう
がよいと考えている。

6
展示する内容については、共催団体で決定してい
る。市としては、広報支援のみを行っている。

7
貸しギャラリーに関しては、使用料を徴収している
が、共催事業は使用料を徴収していない。

8

「川口市小・中・高校書きぞめ展」については、学校
が主催であるが、「川口市小学生図画コンクール入
賞作品展」については、小学校の協力を得ているが、
実施主体は町会・自治会であるため、貸しギャラリー
としている。

9
川口市美術家協会、学校、市の水道局など全て市に
関係ある団体である。
そのとおりである。

10 資料を提供する。

第３回にて提示
【別添資料】
Ｈ29年度 ギャラリー稼動
率（アート-12）

11
行政評価としては、一体化して評価するという考えは
ない。現在、文化芸術基本計画を策定しており、その
中では一体化した評価を目指している。

共催事業と貸しギャラリーの違いは、広報支援の有無ということ
か。

「川口市小・中・高校書きぞめ展」は共催事業であり、「川口市小学
生図画コンクール入賞作品展」は貸しギャラリーであるが、違いは
あるのか。

流動的なものとそうでないものは分けて予算を組むほうがよいの
か。

質問/指摘の内容

共催事業の実施主体はどこか。
全て市に関係する団体か。
アートギャラリーにて行っている展覧会は、自主的に企画するもの、
市に関係する団体が企画するもの、町会・自治会等を含めた外部
団体、個人が企画するものか。

共催の場合は、自分たちでは企画はしないということか。

事業・展覧会によって、実施主体が異なるが、評価という観点から
は、アートギャラリーに関して総合的に評価をすべきだと思うが、総
合的な評価を行う予定はあるのか。

稼動率の資料はあるか。

第二部会　文化推進室 　（9/11） 



番号 回答内容 備考

12

はじめに、企画展について、春・夏・秋・冬の時期に
実施できるよう調整し、その後、共催事業の日程を調
整する。その他の空いている時期を、貸館として貸し
出している。

13 決定している。

第３回にて提示
【別添資料】
年間スケジュール
（リーフレット）

14

広報かわぐちに毎月掲載している。その他、隔月に
てアトリアニュースを発行している。市内施設、市外
の美術館、美術系の大学や専門学校などに配布して
いる。

【別添資料】
アトリアニュース
（リーフレット）

15
予算上は、アートギャラリー事業運営費に計上してい
る。
業務としては、関わっている。

16

市内在住・在勤・在学で
【展示室Ａ・Ｂ】  10,280円／日
【スタジオ】　 　 20,500円／日
である。

17

３日間の誤りである。
利用のうち、１日目は搬入日で開催は残りの２日間で
行っている。１日目の搬入日のカウントが漏れてし
まった。

第3回にて回答

18
人件費に関しては、全体の人件費を2事業の業務割
合の時間で割った机上的な数字になっている。

19

アトリアが他市の類似施設と差別化を図っている点と
して、1つは、若手のアーティストの発掘・育成を目指
す新鋭作家展を行っていること、２つ目は、アーティス
トが直接小中学校へ行き、美術の時間に授業を行
い、共同制作を創り上げるアーティストインスクール
を行っていることの2点がある。この2点をより充実さ
せて継続していく予定である。

貸しギャラリーの収入に関して、一日あたりいくらぐらいか。

上青木陶芸クラブに関しては、2日間の貸館で61,500円とあり、1日
の使用料×日数とは異なるがなぜか。

質問/指摘の内容

事業費は分かれているが、事業の実施はアートギャラリー担当者
で2事業に分けることなく行っているということでよいか。

スケジュールの調整はどのように行っているのか。

2018年度のスケジュールはすでに決定しているか。

平成18年に開館して12年程度経つが、今後の展望はあるか。

美術専門員と美術専門補助員の人件費は、アートギャラリー事業
運営費から支出しているのか。業務内容としては、アートギャラリー
企画関係費である自主企画にも関わっているのか。

展覧会の告知は、広報かわぐちにて行っているのか。

第二部会　文化推進室 　（10/11） 



番号 委員の要求 回答方法

1 稼動率はどのくらいか。 資料

2

貸しギャラリーに関して、ラッキーワイド「造形の世界
2017」のような形での貸し館がもっと増えたほうが良
いと思う。貸しギャラリーの利用者団体へのＰＲはど
のように行っているのか、もしくは、行っていく予定
か。

説明

3
入場者数を増やすためにどのようなことを行っている
のか。スマートフォンやＳＮＳ等を活用した広報は考
えているか。

資料

4
予算が2事業に分かれている理由を市民目線で説明
してほしい。

説明

回答内容

ヒアリング(質疑応答）10にて回答

【別添資料】
広報（情報発信）媒体について（アート-13～14）
webキャプチャ画面（アート-15～17）

◎追加項目（第３回委員会で回答）

企画関係費は、学芸員職２名が主担当とする自主企画による企画展及び企画展
関連イベントの事業を特出したものであり、事業運営費については、専門員及び
専門補助員が主担当とする共催事業と貸館事業に関わるものである。共催事業
と貸館事業については、事業執行上、職員（学芸員職）の裁量により事業展開が
可能となるものではないことから、予算について２本に分けている。

利用については、アートギャラリーＨＰや広報かわぐち及び利用のしおりを図書
館・公民館等に配布し広報を行っている。また、ブログには過去の展示の実例も
掲載し、利用の目安にしていただくよう工夫を行っている。当館は美術作品の鑑
賞、発表等の場の提供を設置目的しており、貸しギャラリー利用規約に「販売や
その促進を目的とした展示」は不可としているため、一般企業に対しては積極的
なＰＲを行っているわけではない。
【別添資料】貸しギャラリーのご案内（リーフレット）

第二部会　文化推進室 　（11/11） 



■Ｈ２９年度　ギャラリー稼働率
（ＡーＢ） （CーD）

年間日数（Ａ） 休館（Ｂ） 開館 (Ｃ) 未利用(Ｄ) 稼働日(E)

展示室Ａ 365 57 308 9 299

展示室Ｂ 365 57 308 21 287

スタジオ 365 57 308 23 285

３室合計

資料1

稼働率 (E／Ｃ)

97.1%

93.2%

92.5%

94.3%

ア
ー
ト
-
1
2



アートギャラリー・アトリア

広報（情報発信）媒体について

管理・運営しているもの

種別 名称 概要/目的

アトリアニュース

隔月刊（奇数月1日）発行
その2ヶ月間で実施する事業を網羅
またスタッフコラム、イベントレポートなど
アトリアwebでも閲覧可能

チラシ
事業ごとに発行
一部はアトリアwebでも閲覧可能

ポスター 事業ごとに発行

広報かわぐち（市報）
毎月発行（広報課）
「施設情報」のページに常に掲載、月ごとの事業を網羅

公式webサイト
「アトリアweb」

基本情報・最新情報を発信するとともに、過去の記録をアーカイブ
スタッフブログ、facebookページと連動
http://www.atlia.jp/

ブログ
「スタッフブログ」

開催事業のレポートの公開。文章重視。
Facebookと連携、よりくわしいイベント情報の紹介・発信
追加募集情報の速報
企画展裏話（スタッフの視点）　　など
https://atlia.exblog.jp/

facebookページ
速報およびリピーター向け情報。画像重視。
ブログやwebサイトの更新情報を発信。
市広報サイト（1110.com、きゅぽらんtweeterなど）から関連情報をシェア

川口市ホームペー
ジ、市広報サイト

川口市ホームページの施設ページ、また新着情報への掲載
また1110.com（広報課）などへの情報提供

きらり川口
　情報メール

市全体で運用しているメールマガジン（情報政策課）
主に企画展会期中に開催情報を登録者へ配信

外部に掲載を依頼するもの

種別 名称 概要/目的

プレスリリース
(郵送）

主に自主企画展の内容を先行して報道機関に伝えるもの。文章重視。
テレビ・ラジオ・出版社（主に美術系・カルチャー誌）、新聞社など。

29年度の実績：
全国テレビ（NHK日常美術館アートシーン）、地方テレビ・ラジオ（テレビ埼
玉、NHKさいたま、Jcom川口戸田）、雑誌（美術手帖、FIGARO、地域創造
など）、タウン誌・フリーペーパー（ぱど、など）、新聞・折込（読売新聞、朝日
新聞、毎日新聞、サンケイリビング新聞、JapanTimes、埼玉新聞など）

記者クラブへの
情報提供

広報課を経由し、市の記者クラブへ情報提供するもの。
主に全国新聞地方版への掲載。

印刷物

web

印刷物

アート-13

資料２－１



アートギャラリー・アトリア

プレスリリース
(メール）

主に自主企画展の内容を先行して報道機関に伝えるもの。画像重視。
テレビ・ラジオ・出版社（主に美術系・カルチャー誌）、新聞社に加え、アート
系webサイトやおでかけ情報まとめサイト・アプリなど。

29年度実績：
地方ラジオ（FM Kawaguchi）、アート系情報サイト（TokyoArtBeat、ぶらり美
術館、ARTiT、ネットTAM、artscape、アーティストナビ、など）、新聞社web限
定サイト（サンケイリビングネット、マイシティじゃ～なる、など）、出版社webサ
イト（web版美術手帖、など）、おでかけ情報サイト（いこーよ！、まぐまぐ、な
ど）

情報掲示版等への登
録

自ら情報を掲示板等に投稿できる機能を持つサイトの利用

登録サイト：
Saitama ARTGUIDE+100α、OCNアートジェーン、TokyoArtNavigation、
Japan Design Net、チラシミュージアム、など

web

アート-14
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